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北原保雄学長は１０月１６日評議会に、 

「大学教員の定年年齢の引き上げについて（学長試案）」 

を提出し、これが審議されました。 

学長試案 私たちのコメント 

1. 近年、６３歳を越えてもなお高い教育研究能力を維持している

者が増えている。また、国・地方公共団体を通じて、一般の職

員について、６５歳までの新・再任用制度が実施されるなど、

社会情勢も変化している。このような状況の中で、他大学にお

いても、定年を６５歳とするところ、あるいは、６５歳に引き

上げたところが多い。これらを踏まえると、本学においても、

大学教員の勤務年齢を６５歳まで引き上げるのが妥当である。 

２．勤務年齢の引き上げは、全学一斉に行うのが望ましい。 

３．そのため、本学の大学教員について、再雇用制度を導入し、

実質的に６５歳定年となるようにする。 

 

 

 

 

全学一斉に、事務職員、技術

職員、附属病院職員、附属学校

教員など全ての教職員につい

て、実質的に６５歳となるよう

にするべきです。 

４．具体的には、定年年齢は現行のまま６３歳とし、６５歳まで

の２年間は再雇用とする。 

再雇用は、本人が希望し、審査に合格した者について行う。 

 

再雇用希望者をすべて再雇

用するべきです。 

５．再雇用後の給与については、別に検討する。  

６．再雇用制度の導入の時期は、若年教員の採用の水準を確保す

る観点から二段階に分けて行うこととし、平成１７年３月から

平成１９年３月に定年となる者については、再雇用期間を１年

とし、平成２０年３月に定年となる者から再雇用期間は２年と

する。 

「若手教員の採用の水準を

確保する観点」を重視し、導入

の時期を遅らせるべきです。 

平成１７年３月（１６年度）

に定年となる者から再雇用１

年としても、人事の停滞が早ま

るので、反対します。 

７．なお、教育研究活動の活性化のために、再雇用制度の導入に

併せて、全学にテニュア制を導入する。 

テニュア制の具体的な内容は、組織、分野に応じてそれぞれ

定める。 

なお、テニュア制、期間の定

めのある雇用（任期制）の問題

は、切り離して議論するべき

で、前提とするべきではありま

せん。 
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＜つくば連絡会に寄せられた声＞ 

本学の“改組”を理由に 

北原保雄学長は職員を解雇するな！ 
昨年１０月１日、筑波大学医療技術短期大学部（北原保雄学長）が４年制化されました。 

同日付で同課の事務職員１名が、北原保雄学長により解雇されました（定年退職の半年前に辞職し

ました）。これは、60 歳定年直前の年度途中の退職であり、勧奨退職にもなりませんでした。 

医療技術短期大学部が“廃止転換”されるので、“行き場所がない”では、すまされません。４年制

化は、本学の“改編新設または改組”であり、北原保雄学長は、雇用継続の責任があったはずです。 

 

定員削減を理由として、退職を強いることは許されません。 

再任用（雇用）を希望する教職員を、年金支給開始まで再任用（雇用）するべきです。 

 

＜資料＞・・・全教職員を対象として年金支給開始まで再雇用は可能である・・・ 

＜学長試案＞ 

（大学教員のみ） 

平成１６年 

４月１日の 

年齢 

 

生年月日 

年金の 

定額部分の 

支給開始 再雇用の 

勤務年齢 

再雇用の 

退職の時期 

＜対案＞ 

導入の時期を遅らせる 

再雇用の 

退職の日 

６３歳 昭和１５年４月２日～昭和１６年４月１日 ６０歳誕生日 －  － 
６２歳 昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日 ６１歳誕生日 ６４歳 平成１８年３月 － 
６１歳 昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日 ６１歳誕生日 ６４歳 平成１９年３月 － 
６０歳 昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日 ６２歳誕生日 ６４歳 平成２０年３月 － 
５９歳 昭和１９年４月２日～昭和２０年４月１日 ６２歳誕生日 ６５歳 平成２２年３月 － 
５８歳 昭和２０年４月２日～昭和２１年４月１日 ６３歳誕生日 ６５歳 平成２３年３月 － 
５７歳 昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日 ６３歳誕生日 ６５歳 平成２４年３月 － 
５６歳 昭和２２年４月２日～昭和２３年４月１日 ６４歳誕生日 ６５歳 平成２５年３月 ６４歳誕生日の前日 

５５歳 昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日 ６４歳誕生日 ６５歳 平成２６年３月 ６４歳誕生日の前日 

５４歳 昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日 ６５歳誕生日 ６５歳 平成２７年３月 ６５歳誕生日の前日 

５３歳 昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日 ６５歳誕生日 ６５歳 平成２８年３月 ６５歳誕生日の前日 

 

 

法人化までに、労働組合を準備し、 

多くの教職員が組合に入って団結し、 

雇用と労働条件を守ろう。 
 


